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令和２年度　施策・基本事業マネジメントシート　（令和元年度実績に基づく評価） 作成日 令和 2 年 7 月 3 日
基本目標名 7 市民参加による自立したまちづくり
政　策　名 1 人権を尊重した市民参加によるまちづくり
施　策　名 1 市民と協働した地域づくりの推進

施策関係課 政策調整課、秘書課、行政経営課、市民課（支所）、農政課、農山村振興課、生涯学習課

１．施策の目的と成果把握
この施策は、誰、何を対象としているか 対象指標 単位 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２

市人口 人 119,348 118,450

市民活動に携わっている団体数 団体 364 381

事業所数（経済センサス調査数） 事業所 6,236 6,236

この施策によって、「対象」をどういう状態にするのか 成果指標（意図の達成度を表す指標） 区分 単位 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

目標 150 152 154 156

実績 127 126

目標 66.0 67.0 68.0 69.0

実績 59.9 56.6

目標 88.1 88.2 88.3 88.4

実績 85.1 84.5 全課照会結果

目標 市政に関するアンケート調査

実績 世帯数報告書

２．基本事業の目的と成果把握
基本事業名 対象 意図 成果指標 区分 単位 H30 R1 R2 R3 基本事業名 対象 意図 成果指標 区分 単位 H30 R1 R2 R3

目標 21.5 22.0 22.5 23.0 目標 6 7 8 9

実績 18.2 16.6 実績 1 2

目標 480 500 520 540 目標 52 54 56 58

実績 516 331 実績 70 56

目標 55 60 65 70 目標

実績 50 53 実績

目標 18,700 18,720 18,740 18,760 目標

実績 18,051 13,856 実績

目標 355 360 365 370 目標

実績 364 381 実績

目標 26 27 28 29 目標

実績 17 16 実績

３．施策及び基本事業の目標達成度評価

令和元年度施策の取組方針 施策の取組方針・成果指標達成状況

全て達成

一部未達成

全て未達成

全て達成

一部未達成

全て未達成

基本事業名 令和元年度基本事業の取組方針 基本事業の取組方針・成果指標達成状況 基本事業名 令和元年度基本事業の取組方針 基本事業の取組方針・成果指標達成状況

取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成 取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成

成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成 成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成

取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成 取組方針 全て達成 一部未達成 全て未達成

成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成 成果指標 全て達成 一部未達成 全て未達成

４．施策の基本情報

社会情勢変化、国・県の動向、市民・議会意見等 施策の成果向上に向けての役割分担

市民 事業所 行政

５．施策全体の総括・今後の課題・今後の方向性

施策の成果実績と施策の基本情報及び施策コストに関する全体総括 今後の課題 今後の方向性

政策体系
施策主管課長

市民活動促進課

松本　玲子

施策の目的
「対　象」

①市民
②市民活動団体（地縁型団体、目的型団体）
③事業者

① 市民と協働して進めている事業数 事業

②
市民活動に参加している、もしくは参
加したことがある市民の割合

％

③
町会加入世帯割合

％

成果指標の
取得方法④

市民参画・
協働の理
解促進

①市民
②市民活
動団体
③事業者

①協働の基本的な
考え方の理解促進
②市民活動を担う
人材の育成
③事業所との協働

①
現在、市民活動をして
いる人の割合

％
地域活動
の充実

①市民
②市民活動
団体（地縁
型団体）

地域住民の町会等
における活発な活
動

①
市民活動モデル町
会応募町会数

町会

②
協働に関する研修
会等の参加者数

人 ②
地域担当職員が参加し
た事業等の回数

回

③
事業所との災害協
定書締結数

件 ③

市民活動
団体への
支援と連
携強化

①市民
②市民活
動団体（目
的型団体）

市民活動団体の活
発な活動 ①

市民活動センター
利用者数

人 ①

②
市民活動に携わっ
ている団体数

団体 ②

③
委託している事業
数

件 ③

・市民活動の新たな担い手を育成するため、講座や研修会を開催するとともに小中学校に市民活動
団体を紹介し、学習に役立て、市民活動の理解を促進する。
・情報紙やホームページ、パネル展等により市民活動の情報を提供し、協働の理解を促進すること
により、市民活動への参画を促す。
・町会長連合会と連携するとともに地域担当職員制度を活用し、地域の課題の解決と活性化を推進
する。
・将来の町会のあり方を見据え、町会の再編に向けた取組を支援する。

取組
方針

【施策の取組方針達成状況】
・新たな担い手の育成については、各種講座や研修会を開催し、市民活動へのきっかけ作りをすることができた。また、小中学
校に市民活動情報紙を配付、市内2中学校において県と協力しボランティア理解促進事業を開催し、市民活動の理解促進に努
めた。
・情報紙等により随時市民へ市民活動の情報を提供し、市民活動への参画を促した。
・市内一斉清掃をはじめ町会長連合会と連携した事業を行ったほか、地域担当職員が台風被災後要望の聞き取り調査や広報
物配付を行うなど、地域との連絡調整を密に行い、地域の課題解決を推進した。
・町会長連合会と連携して町会の再編に向けた取組を行う予定であったが、台風の被災により実施できず、支援には至らなかっ
た。
【成果指標達成状況】
・「市民と協働して進めている事業数」は、市民活動の理解促進に努めたものの、目標１５２事業に対し１２６事業にとどまり、目
標は未達成だった。
・「市民活動に参加している、もしくは参加したことがある市民の割合」は、市民活動の参画を促したものの、目標６７．０％に対
し、５６．６％で目標は未達成だった。
・「町会加入世帯割合」は、地域の課題の解決を推進しているものの、目標８８．２％に対し８４．５％で目標に達しなかった。

成果
指標

【基本事業の取組方針達成状況】
・情報紙等を通し、市民活動に関する情報提供やPRを行い参画を促した。
・小中学校に市民活動の情報紙を年4回配付。さらに、県と協力し、ボランティ
ア理解促進事業を市内2中学校で開催した。
・市民や職員に対する講演会を１回、研修会を２回開催した。
・市民協働推進員に対し、随時協働事業の情報を提供し、協働による事業実施
を促した。
・事業所と災害協定を締結し、事業所との協働を推進した。
【成果指標達成状況】
・「現在、市民活動をしている人の割合」は16．6％で、目標は未達成だった。
・令和元年東日本台風の影響により講演会等が開催できなかったため、協働に
関する研修会等の参加者数は目標に達しなかった。
・事業所との災害協定書締結数は微増したものの、目標には達しなかった。

【基本事業の取組方針達成状況】
・町会長連合会が災害ボランティア活動を行う際に支援を行った。
・地域担当職員が各地区町会長協議会との連絡調整を行ったほか、令和
元年東日本台風の被災後、行政への要望聞き取り調査・回答や広報物
配付を行った。
・モデル町会支援事業を３町会に対し、実施した。
・地域の活動拠点の整備として、自治公民館整備事業費補助金を６町会
に交付した。
【成果指標達成状況】
・市民活動のモデル町会の応募数は２町会で、目標に達しなかった。
・地域担当職員が参加した事業等の回数は、令和元年東日本台風や新
型コロナウイルスの影響により、地域での会議等が開催されなかったた
め昨年より減数となったが、目標値は達成した。

【基本事業の取組方針達成状況】
・市民活動５団体に対し、市民参画支援事業を行った。
・市民活動センターと連携した事業は、台風や新型コロナウイルスのため一部実施で
きないものがあった。
・市民活動団体の取組を紹介する広報の支援や、関係する団体が集まり相互の連携
を図る事業を実施した。
・市民活動センターにおいて市民活動相談会を実施し、運営や活動に関する助言を
行った。
【成果指標達成状況】
・令和元年東日本台風や新型コロナウイルスの影響により、市民活動センターが休
館した期間があったことから、市民活動センター利用者数は目標数に達しなかった。
・市民活動に携わっている団体数は、３８１団体と微増し、目標値を達成した。
・各課に配置している市民協働推進員を中心に事業委託を推進してもらったが、委託
事業数は目標に達しなかった。

・市民活動の新たな担い手育成のため、中学校におけるボランティア理解促進事業をはじめ、講座や
研修会を開催し、市民活動のきっかけ作りの場を提供することができた。
・市民活動に対する理解促進を図るため、小中学校への情報紙の配付や各種情報媒体により情報の
発信を行ったが、市民活動への参画を十分に促すことができなかった。
・市民活動センターと連携し、相談会、活動団体への情報提供、集える事業の開催等により市民活動
団体への支援を行ったが、令和元年東日本台風や新型コロナウイルスの影響もあり、活動の場の拡大
に結びつけることができなかった。
・町会長連合会と連携し、地域担当職員が各地区町会長連絡協議会等との連絡調整を行ったほか、台
風後、行政への要望の聞き取り調査・回答等を行い、地域の課題解決を図った。
・令和元年東日本台風や新型コロナウイルスの影響により地域担当職員が出席する地域の会議が開
催されず、地域担当職員の活動回数が減少し、十分な支援に至らなかった。
・町会再編に向けた取組への支援は、令和元年東日本台風や新型コロナウイルスの影響により着手で
きなかった。
・市民と協働した地域づくりの推進に関する令和元年度の決算額は、８０，７４１千円で前年度に比べ約
１２，１４１千円の減額となった。その主な要因は、自治公民館整備支援事業費における自治公民館の
新築・修繕・増改築に伴う補助金の支出の減によるものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【令和２年度で解決する課題】
・特になし

【令和３年度以降にも引き継がれる課題】
①市民活動の新たな担い手の育成

②市民活動団体の自主的な取組への支援と情報共有による協働の推
進

③町会の活性化と自立化への支援

【令和３年度重点課題】
④市民活動の担い手が活動しやすい環境整備と市民活動に対する意
識の高揚

①市民活動センターや社会福祉協議会と連携し、市民活動
の新たな担い手に活動のきっかけの場を提供し、継続的な
活動に繋がるよう支援を行うほか、災害ボランティア参加条
例の制定について検討する。
②市民活動団体の支援を行うとともに、団体との情報共有
を図り、各課市民協働推進員と連携して事業の協働化を推
進する。
③地域担当職員を活用し町会や地区町会長協議会の活性
化を推進するほか、町会の再編を見据えた支援制度を構
築し、町会の自立化を促す。

④市民活動に取り組みやすい環境の整備を考慮に入れ、
市民活動推進条例の基本理念実現のために「佐野市市民
活動推進計画」（第四期計画）を策定する。

成果指標
設定の考え方

①②市民と協働して進めている事業数や市民活
動への市民の参加状況は、市民や職員の協働
に関する理解度を示すものと考えられるため。
③町会の活動主体である地域住民が町会に加
入していることが、活発な活動を行う上で必要と
考えられるため。

施策の目的
「意　図」

①市民、市民活動団体(地縁型団体、目的型団
体）、事業者、行政が目的意識を共有し、適切な
役割分担のもと連携していけるようにする。
②市民活動団体（目的型団体、地縁型団体）を支
援し、地域の活性化を図る。

施
策

基
本
事
業

市民参画・
協働の理
解促進

・情報紙やホームページ、商業施設での
パネル展などを通して、市民活動に関す
る情報提供やPRを行い、参画を促す。
・小中学校へ市民活動の情報を提供し、
理解促進を図る。
・市民や職員に対する講演会や研修会
等を開催する。
・市民協働推進員を活用し、協働による
事業実施を推進する。
・災害時における事業所との協働を推進
する。

地域活動
の充実

・町会長連合会と連携するとともに
地域担当職員を活用し、地域の課
題の解決と活性化を推進する。
・モデル町会支援事業を実施する。
・地域の活動拠点の整備を支援す
る。

市民活動
団体への
支援と連
携強化

・市民活動参画支援事業を実施す
る。
・市民活動センターと連携し、市民
活動の推進を図る事業を実施す
る。
・市民活動団体を支援し、相互の連
携を図る。
・市民活動センターにおける相談業
務の充実を図るとともに、市民活動
団体等との連携を図り活動の場を
広げる。

施
策
の
基
本
情
報

・平成10年にボランティア活動を支援する新たな制度として特定非営利活動促進法が施行され、
平成23年の改正を経て、平成28年には、制度の使いやすさと信頼性を更に向上させるため、NPO
法人の設立及び運営にあたって必要な手続きの見直しが行われた。
・大規模災害に備えるため、町会等のコミュニティの役割や重要性が再認識された。
・平成２７年の介護保険法の改正により、高齢者の在宅生活を支えるため、NPOや町会等の多様
な事業主体による生活支援・介護予防サービスを提供することが求められている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・平成３１年１月佐野市の自治の基本を定めた「佐野市自治基本条例」が施行された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・令和２年４月に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による地方公務員法の改
正により、、町会長は非常勤特別職の身分を喪失した。
・令和元年東日本台風の被災により、災害ボランティア活動に関心が高まる。
・令和元年１２月議会において、災害ボランティア活動参加条例の制定について質問があった。
・新型コロナウイルスの感染症対策のため、「新しい生活様式」に基づく行動が求められる。

・他の主体と相互に理解を深め、対等な
立場で協働する。
・市民活動の自主性や自立性を尊重す
る。
・市民活動に関する理解を深めるととも
に、災害ボランティア活動をはじめとする
市民活動に積極的に参加するよう努め
る。

・他の主体と相互に理解を深め、対等
な立場で協働する。
・市民活動の自主性や自立性を尊重す
る。
・地域社会の一員として、市民活動に関
する理解を深め、自発的に市民活動の
発展及び推進に協力し、これを支援す
るよう努めるものとする。

・他の主体と相互に理解を深め、対等な立場で協働す
る。
・市民活動の自主性や自立性を尊重する。
・佐野市市民活動推進計画に基づき、協働のまちづくり
を推進する施策を実施する。　　　　　　　　　　　　　　　
・市民活動に関する情報の収集や提供を行うとともに、
市民や市民活動団体（地縁型団体、目的型団体）の活
動を支援する。
・市民活動（地縁型、目的型）を推進するための環境を
整備する。
・施策の実施に当たり、市民、市民活動団体（地縁型団
体、目的型団体）及び事業者の意見が反映されるよう努
める。
・町会長連合会と連携し、地域の課題について検討す
る。
・地域担当職員制度を活用し、町会活動の活性化を図
る。


